
No. 議案等番号 件　　　　　　名 担当課 説　　　　　　明

1 議案第24号
秦野市地域型保育事業の設備及び運営の基
準を定める条例の一部を改正することにつ
いて

保育こども園課

　家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に準じて、小
規模保育事業及び事業所内保育事業において従事する保育士等の配置基準
を改善するとともに、字句の整理を行うため、改正するもの。
　施行日　公布の日から

2 議案第25号 動産の取得について
契約検査課
警防課

　消防団に配置している小型動力ポンプ付積載車の老朽化に伴い、更新車
両２台を購入するため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処
分に関する条例第３条の規定により議会の議決を求めるもの。

3 議案第26号 動産の取得について
契約検査課
警防課

　消防署鶴巻分署に配置している屈折はしご付消防自動車の老朽化に伴
い、更新車両を購入するため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得
又は処分に関する条例第３条の規定により議会の議決を求めるもの。

4 議案第27号 動産の取得について
契約検査課
警防課

　消防署西分署に配置している高規格救急自動車の老朽化に伴い、更新車
両を購入するため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に
関する条例第３条の規定により議会の議決を求めるもの。

5 議案第28号
令和６年度秦野市一般会計補正予算（第１
号）を定めることについて

財政課 　歳入歳出補正見込額　1,989,174千円

6 議案第29号
令和６年度秦野市一般会計補正予算（第２
号）を定めることについて

財政課 　歳入歳出補正見込額　384,326千円

　令和６年６月秦野市議会第２回定例月会議提出議案等一覧表

条例一部改正

議案７件：条例改正 １件

動産の取得 ３件

補正予算 ２件

人事案件 １件

報告１２件：繰越計算書 ５件

経営状況 ２件

専決処分（交通事故） ２件

専決処分（条例一部改正）３件

記 者 会

６．５．３１
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No. 議案等番号 件　　　　　　名 担当課 説　　　　　　明

7 議案第30号 秦野市農業委員会の委員の任命について 人事課
　農業委員会等に関する法律第４条の規定による農業委員会の委員の任期
が本年６月２０日に満了するので、後任の委員を任命するため、議会の同
意を求めるもの(定員１２名）

8 報告第8号
令和５年度秦野市一般会計継続費繰越計算
書

財政課

　繰越額　10,080,000円

　内訳
　庁舎維持管理費（本庁舎エレベーター設備改修工事）

9 報告第9号
令和５年度秦野市一般会計繰越明許費繰越
計算書

財政課

　繰越額　771,555,516円

　内訳
　低所得世帯支援給付金給付事業費　432,422,516円ほか　7件

10 報告第10号
令和５年度秦野市一般会計事故繰越し繰越
計算書

財政課

　繰越額　9,094,600円

　内訳
　国庫関連通学路整備工事費（市道６号線通学路整備工事）

11 報告第11号
令和５年度秦野市水道事業会計予算繰越計
算書

経営総務課

　繰越額　1,055,519,000円

　内訳
　基幹管路耐震化・更新事業費（猿渡取水場及び堀山下浄水場機械電気設
備更新及び堀山下上向ヶ谷戸導送水管改良工事）　15,825,000円ほか13件

12 報告第12号
令和５年度秦野市公共下水道事業会計予算
繰越計算書

経営総務課

　繰越額　242,500,000円

　内訳
　雨水管きょ整備事業費（第１号公共下水道室川第９雨水枝線整備工事）
　62,900,000円ほか3件

13 報告第13号 秦野市土地開発公社の経営状況について 財産管理課
　地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、令和６年度事業計画及
び収支予算並びに令和５年度事業報告及び収支決算に関する書類を提出す
るもの。

14 報告第14号
公益財団法人秦野市スポーツ協会の経営状
況について

スポーツ推進課
　地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、令和６年度事業計画及
び収支予算並びに令和５年度事業報告及び収支決算に関する書類を提出す
るもの。
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15 報告第15号 専決処分の報告について 警防課

　交通事故に係る損害賠償
　　賠償金額　　924,900円（３者の合計）
　　過失割合　　100パーセント
　　専決処分日　令和６年５月１０日

16 報告第16号 専決処分の報告について 財産管理課

　交通事故に係る損害賠償
　　賠償金額　　92,574円
　　過失割合　　70パーセント
　　専決処分日　令和６年５月２３日（予定）

17 報告第17号 専決処分の報告について 市民税課

　地方税法等の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、令和６年４
月１日から施行が必要な部分に関し、「秦野市市税条例の一部を改正する
条例」について専決処分したため、地方自治法第１８０条第２項の規定に
より議会に報告するもの。
　施行日　　　令和６年４月　１日
　専決処分日　令和６年３月３０日

18 報告第18号 専決処分の報告について 国保年金課

　地方税法施行令の一部改正により、国民健康保険税の均等割額及び世帯
別平等割額の軽減対象世帯を拡大することについて早急に対応する必要が
あることから、「秦野市国民健康保険税条例の一部を改正する条例」につ
いて専決処分したため、地方自治法第１８０条第２項の規定により議会に
報告するもの。
　施行日　　　令和６年４月　１日
　専決処分日　令和６年３月３０日

19 報告第19号 専決処分の報告について デジタル推進課

　行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法
律の一部改正により、条例で引用する同法の条項及び用語が改められたこ
とから「秦野市個人番号の利用事務を定める条例の一部を改正する条例」
について専決処分したため、地方自治法第１８０条第２項の規定により議
会に報告するもの。
　施行日　　　令和６年５月２７日
　専決処分日　令和６年５月１０日
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